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早期優遇退職制度に対する対応の方向

2002年10月10日

生協労連中央執行委員会

○　生協職場にも早期優遇退職制度が　・・・　提案に驚きと戸惑いが

　

ここ数年、生協の職場にも早期優遇退職制度の提案が目立つようになりました。社会的には大手企業を中心に連日のようにマスコミなどで報道されていますので、「早期退職優遇制度」ということばにはあんまり違和感はないように思われますが、何の前触れもなく制度が提案されると「なぜ生協に」というのが、率直な受けとめではないでしょうか。

そうしたなか、早期退職優遇制度に労働組合としてどう対応すべきかを示して欲しいという要望が出されていました。生協労連の2002年度方針では、「労働組合としての考え方や対応について、生協労連としての政策づくりをすすめます」とし、議論と政策化を提起しました。

この間の福祉委員会及び賃金・人事制度委員会などでの議論をふまえて、最終的に中央執行委員会として「早期優遇退職制度に対する対応の方向」を提起します。

○　早期退職制度とは　・・・　本質はリストラ策

早期退職制度をどのように見るかは、いろんな意見があるところですが、「バブル経済の崩壊後、高度経済成長期に大量に採用された賃金の高い中高年従業員を抱え切れなくなった企業が、容易に彼らを解雇できないために労働者が自分の意志で退職を促す手段として用いられている制度」というのが一般的なようです。もう少し単純に言えば、リストラ策ということです。

一般的に早期退職制度を実施する企業の理由としてあげられるのが、人件費の増大、中高年層が増えための為のポスト不足、従業員全体の年齢構成の適正化です。当然制度提案の前には、一般的に行われている総額人件費の削減や物件費などの削減、赤字部門の閉鎖や縮小などの手だてが実施されているというのが通常です。

いま、生協で提案されている制度（名称は、選択定年制、早期退職優遇制度、セカンドキャリア支援制度など）も基本的に同様の趣旨で提案されていると見るべきです。

一方で、提案文書などから素直に読みとれば、本人の第2の人生設計や生協と違う職場で自己の能力を発揮していくために、「本人の希望による退職であり、退職金の加算や転職の支援などを行い、双方納得の上で行われる退職制度」ともいえます。しかし、今日の企業（生協）が置かれている社会的な状況や経営状況からいっても、将来増え続ける中高年層の人件費を削減するという経営側の意思は貫かれているといえます。

○　おおむね二つの制度が主流　・・・　早期優遇退職制度と希望退職制度

　

　早期退職制度でも大きく二つに分かれます。一つは、恒常的な制度（早期退職制度・早期退職者優遇制度）といわれるものです。企業において恒常的に実施されている制度で、転職支援や独立支援など職員のライフプランを応援するというものです。 

二つ目は、時限的な制度で、希望退職制度といわれるものです。雇用調整など経営上の必要から時限的に実施する制度で、合併・赤字・再編成などによる一時的な人員削減のために実施される制度です。すでに、生協の職場でも経営再建生協を中心に実施され、多くのなかまがそれに募集するという状況も生まれています。残念ながら、一部には退職強要と受け取れる事例も生まれたことも報告されています。

以上の二つ以外にも、選択定年制といわれるものがあります。職員がー定年齢に達したとき、更にその企業で継続して働くか、あるいは退職するかを任意に選択できる制度で、40歳・45歳・50歳・55歳など、人生の節目に当てたものです。一般的には、その運用の多くが、関連会社や子会社への出向や移籍、それがいやなら賃下げか退職を労働者に迫るものとなっています。

○　制度の概要　・・・　金銭的な優遇が一般的

制度の内容は、金銭面での優遇措置（割増退職金）、コンサルト会社などとの提携によるキャリア開発や就職先斡旋、特別休暇の付与などがあげられます。早期退職制度は通常、退職金プラス特別加算金によってその金額が決まります。一般的な割増加算金の相場は、だいたい年収の１～２年（一時金は含まず）です。もし50歳で会社を辞めたとしたら、退職金プラス52歳ぐらいまでの給料は貰えることになります。もし同じような待遇の会社に転職できなければ、実際にはかなり損をすることになります。

○　労働組合としての対応の基本　・・・　本質に迫るたたかいを

①　本質問題　・・・　経営責任をあいまいにしない

　　こうした制度提案の背景には経営問題があります。将来にわたって支障がある、経営の存続が難しいと考えた時に、提案されてくるのが一般的です。中高年の人数や人件費に問題ありとなったときでも、そうした労務構成にしたのは基本的に経営の責任です。ましてや、最近は多くの生協が新卒採用をストップしたままです。人材（育成）という点では、これまた将来に大きなひずみをもたらすことは間違いありません。いま、急激にすすむアウトソーシングなどの問題も含め、労使での総合的な協議が必要となっています。

②　原則反対を貫き、慎重な対応を

　　以上述べてきたように、早期退職優遇制度の主要な側面は、中高年の人件費削減に焦点を当てた、企業が企業存続のために実施するリストラ策です。希望退職制度の場合はその目的がストレートに表現されます。労働組合は原則反対を貫き、慎重な対応をめざしましょう。とりわけ、希望退職制度の場合は、事実上の整理解雇としてみることができます。したがって、整理解雇の４要件（整理解雇の必要性、解雇回避の努力、整理基準と人選の合理性、労働者との協議）が整っているかや、希望退職を実施せざるをえなくに至った経営責任を追及することは当然といえます。

③　あくまでも「本人の希望」が前提　退職強要には断固たるたたかいを

　　同時に、労働組合としての苦汁の選択も当然あり得ます。制度を導入する場合は、制度の目的とその運用が重要です。いずれにしても「本人の希望」によるものでなくてはなりません。とくに、個人面談などでは退職強要まがいの事態が起こることが一般的となっています。したがって、募集については公募を基本とし、個人面談には反対しましょう。同時に、労働組合は指名解雇的な動きや運用には断固とした態度を示し、たたかいましょう。

④　労使協定を締結し、公正な運用を実現しよう

　　制度の基本目的を、「本人の自発的な意志による新たな人生設計を援助するためのもの」であり、「会社はこれを雇用調整の手段として使用してはならない」などとし、目的に添った運用をするために、きちんと労使協定を結びましょう。一部には、労使協定は必要がないということで、一方的な導入を強行する理事会も生まれています。その背景には、経営側の意志によっていつでも自由に退職条件を変えたいということがあります。　

労働者の労働条件にかかわる重要な事項ですので、不利益を起こさないためにも協定をしっかり結びましょう。また、労働組合がどうしても同意できないということで、生協しずおか労組の場合は理事会の責任で実施させるという判断をしています。その上で協定化も実現しています。労働組合の意思や判断が優先されるという点では、一つの事例といえます。

④　条件問題にもしっかりと対応を

　　条件問題についてもしっかりと協議し、協定化しましょう。

　　　１．対象年齢問題

　　　　　対象者の年齢、勤続年数要件などが妥当性のあるものかどうをチェックしましょう。とくに対象年齢については人材育成の視点から重要視しましょう。

　　　２．退職金

通常の退職金の額は会社都合か自己都合かによってかわってくる場合があります。

　　　３．特別割増退職金

特別割増退職金は、年齢別、勤続年数別に設定されるのが一般的です。前述したように、加算金は若い人ほど厚い傾向があり、一般的な割増加算金の相場は、だいたい年収の１～２年（一時金は含まず）となっています。

４．その他

　　他には、再就職先をさがすための特別休暇や支援制度（コンサルト会社との提携など）があります。

〇　労働者一人ひとりの要求に応えよう　・・・　働き続けられる環境と条件づくりを

　　生協で働く多く労働者は、「定年まで生協で働き続けたい」「もっといい仕事をして、組合員のくらしに貢献したい」と願っています。現実にはさまざまな困難があって、すぐにそうした願いがかなわなくても、日々努力を重ねています。

　　労働組合は、そうした労働者一人ひとりの願いや要求を束ね、実現していく役割を担っています。生協で働き続けることや老後を安心してくらしていくことが大変になっているときだからこそ、その役割が大きくなっていると言えます。

　　同時に、「健康であるうちは働き続けたい」というのも社会的な流れになっていますし、定年制も65歳までが時代の要求となっています。しかし、生協の場合、定年は60歳が一般的であり、定年後の再雇用制度も部分的であり、あっても制約があります。

　　本当は、働けるうちは働くというのが本来の姿といえますが、当面は65歳の定年制の要求をかかげ、その実現をめざしましょう。

　　生協で働く労働者の人生は個々人の責任において決めるべきものです。したがって、生協以外の第二の人生もありえます。労働組合は、いざというときには、そうした一人ひとりの要求とも向き合わなければなりません。もう少し踏み込んで考えると、人間一人ひとりに職業選択の自由があり、それがかなえられるような社会があるべき姿といえます。しかし、そうした社会の実現にはしばらく時間がかかりそうですし、そのための条件整備も容易ではありません。

　　いま、社会は大きく動き変化しています。その対応のなかで、労働者一人ひとりの人権や要求が脅かされたり、無視されたりが日常茶飯事となっています。職場にも、社会にも「働くルール」を確立するため、私たちの努力がいっそう必要となっています。

　〇この間、協定化した事例や若干の参考資料を別途添付しました。

　　参考にしてください。

　以上　　

